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神戸大学法学部の特長

卒業生の進路（2005-2009年度）
過去5年間（2005年度～2009年度）に法学部・昼間主コースを卒業した卒業生の主な進路をご紹介しましょう。
さまざまな分野の企業及び官公庁で、卒業生が活躍中です。

大和ハウス工業 5（2）
積水ハウス ２　　
大林組 2　　

キリンビール ２　　
サントリ－ ２　　
味の素 １（1）
 　　

グンゼ 4（1）
東レ 2　　
ワコール 2（1）
帝人 １　　

三菱化学 2　　
住友化学工業 2（１）
トクヤマ 2（1）
日本触媒 １　　
P&G １　　
三井化学 １　　

神戸製鋼所 3　　
日本製鋼所 1　　

シャープ 6（3）
三菱電機 3　　
日立製作所 3　　
日本電気 ３（１）
古野電気 2　　
松下電機産業 2（１）

 　　
トヨタ自動車 9　　
三菱重工業 7　　
デンソー 2　　
川崎重工業 2（2）
アイシン精機 １　　
尾道造船 １　　

住友精密工業 2　　
村田製作所 2（１）
パナソニック電工 2（1）

ダイキン工業 4（2）
キャノン 3　　
新キャタピラ三菱 3（1）
新日本工機 2　　
日本たばこ産業 2　　
クボタ 2（1）

伊藤忠商事 3（１）
住友商事 3（１）
高島屋 2（１）
丸紅 2（１）
ワタミ・フードサービス 2（2）
双日 １　　
三菱商事 １　　

三井住友銀行 １3（6）
日本生命保険 10（１）
三菱東京UFJ銀行 7（4）
みずほフィナンシャルグループ 6（3）
東京海上日動火災保険 5（3）
京都銀行 4　　
ゆうちょ銀行 3（1）
りそな銀行 3（2）

住友不動産販売 3　　
フジ住宅 2　　

阪神電鉄 3　　
京阪電鉄 3　　
住友倉庫 ２　　
日立物流 2　　

朝日新聞社 1　　
電通 １　　
財団法人共同通信 １　　

廣済堂 1　　

関西電力 12（7）
大阪ガス 3　　
中国電力 3（1）
北部電力 ２（１）

NTT西日本 6（1）
インテック 4（2）
NTTデータ 3（1）
日本ユニシス １　　
UFJ日立システムズ 1（１）

リクルート 3　　
インテリジェンス ２（１）

SMS 1（１）

京都大学 2（１）
日本公文教育研究会 2（2）

司法研修所 8（3）
国民生活金融公庫 2　　
商工組合中央金庫 2　　

法律事務所 4（4）
WDB 2　　

総務省 2　　
外務省 1（１）
厚生労働省 １　　
防衛省 1　　
海上自衛隊 2　　
陸上自衛隊 1　　
岡山県警察 2（２）
大阪府警察 1　　
近畿公安調査局 1　　
東京都庁 2　　
愛知県 1　　
富山県庁 2（２）
石川県 1　　
岡山県 1　　
奈良県 2（1）
大阪府 ４（3）
京都府 1　　
兵庫県 6（4）
神戸市 10（6）
東京国税局 3（2）
大阪国税局 3（２）
高松国税局 1　　
近畿財務局 5（1）
神戸税関 3（1）
国税専門官 2　　
近畿管区行政評価局 3（1）
神戸地方裁判所 7（5）
大阪地方裁判所 9（5）
大阪高等裁判所 ３（1）
大阪地方検察庁 4　　
京都地方検察庁 1　　
神戸地方検察庁 6（5）

大学院入学者 54（32）
法科大学院入学者 146（43）

合計　男　　685
女　　438
計　1123

・ 企業名は一部のみ挙げています（なお、企業名は、就職当時のものを原則として掲載しています。）
・ （　）内は女性で内数
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学部長からの

　神戸大学法学部は、明治35年（1902年）に設置された旧制神戸高
等商業学校を基に昭和4年（1929年）に設置された、旧制神戸商業大
学を母体とします。それは、当時、国立の商業大学として現在の一橋大
学の前身である旧制東京商業大学に次ぐ2番目のもので、他に国立の
商業大学はありませんでした。2校目の商業大学の設置について、当時
の帝国議会で神戸に設置することが決まったことに驚いた大阪市が、
その後自前で旧制大阪市立大阪商業大学を創り、この3校を一般に
「旧制3商大」と呼ぶのがならわしです。そして、旧制商業大学は、旧制
の帝国大学の法学部が高級官僚の養成を主目的としていたのと異な
り、高い教養を備えたビジネスマンを養成することを目的としていたた
め、教育の中心は経済学、簿記、会計、商学にありましたが、民法、商法
を中心として法律学や政治学の教育もまた、商業大学における教育の
重要な一角を占めていました。
　第二次世界大戦後の改革で新制神戸大学が設置されるにあたり、昭
和24年（1949年）5月、旧制神戸商業大学（神戸経済大学）の法学分
野を母体として現在の法学部が創設されました。1980年代に入るま
で、国立大学の法学部は、7つの旧制帝国大学の他、神戸と一橋の9大
学にしかありませんでした。またこのうち、戦前から法学・政治学の研究・
教育の実績を有していたのは、東京大、京都大のほか、旧制時代に法文
学部を有していた東北大と九州大、および神戸大と一橋大の6校だけ
でした。新制神戸大学の設置は昭和24年のことですから、同時に生ま
れた法学部の設立から昨年がちょうど60周年の節目にあたり、人間で
言えば今年は還暦を超えた存在になったということができます。そし
て、学生諸君を含め、法学部のスタッフ一同の不断の努力によって、学
問の新しい流れを的確につかみ、法学・政治学分野で全国有数の研究
教育機関としての評価を確立しています。なお、教育プログラムとして、

現在、法学部では、裁判員制度の導入や企業におけるコンプライアンス強化、政治におけるマニフェストの普及や自己責
任理念の広まりなどに現れるように、社会の「法化」と個人の判断能力が求められるようになっている状況を踏まえ、こう
いった社会のニーズに合致した法学士を育てることを狙いとした「21世紀型市民としての法学士育成計画」を実施して
いると共に、大学院法学研究科には、2004年度から法科大学院(大学院実務法律専攻)を開設して、実務家養成を含め、
いっそうの発展に向けて努力を積み重ねています。
　法学部のある六甲台キャンパスは、神戸の港を一望できる六甲山麓に展開する静かで緑豊かなところであり、学生諸君
には絶好の学習環境を提供してくれます。夕方の神戸港の景色や1000万ドルの夜景をあなたのものにしてみません
か。来春、多数の好奇心旺盛な新入生諸君とキャンパスでお目にかかれることを、法学部長として楽しみにしております。

神戸大学法学部はこのような人材の育成を目指します
　第一に、ますます高度に専門化する社会において、十分に活躍できる力をもった法曹や、専門性を有する公務員、企
業人等が必要とされています。法学部では、永年にわたる法学・政治学等の学問的な活動によって今日まで培ってき
た蓄積と知的資産を活用し、幅広い教養及び法学・政治学的素養を備え、かつ高度に専門化した社会の要請に対応でき
る人材を育成することを目指します。
　第二に、急激に進展しつつある国際的環境において、これまでになかった様々な問題が発生しており、そうした新し
いニーズに具体的に対応できる、柔軟な国際人が必要とされています。法学部では、世界有数の経済力を有する日本が、
今後ますます国際的責任を果たすべき必要性と使命に応えるため、法的・政治的な領域において国際的な貢献をなしう
る人材を育成することを目指します。

憲法・スポーツ法専攻。1960年、大
阪市に生まれる。神戸大学法学部卒
業後、大阪大学大学院法学研究科で
学ぶ。大阪学院大学講師、助教授を
経て、1995年4月より神戸大学助
教授、1996年4月より同教授。
2004年より旧司法試験考査委員
(憲法)。博士（法学）（大阪大学）。

神戸大学法学部長

井 上 典 之  教 授



窪田充見 教授
民法。京都大学卒業。岡山大学助教授、神戸大学法学部助教授を経
て、神戸大学大学院法学研究科教授。京都大学博士（法学）。この
間、オスナブリュック大学国際私法・比較法研究所客員研究員（ドイ
ツ）、マックス・プランク外国私法・国際私法研究所客員研究員。

増島建 教授
国際関係論。1987年フランス政府給費留学生としてパリ第一大
学に留学。1991年～1993年経済協力開発機構（OECD）開発
協力局援助政策審査課、1993年～1996年在フランス日本大使
館（専門調査員）等を経て、2002年神戸大学大学院法学研究科
教授。

実定法科目を学ぶ 政治学・国際関係論を学ぶ

　わが国には、さまざまな法律があります。高校までの勉強
の中でも出てくる日本国憲法もそのひとつです。また、犯
罪についての法律である刑法や、契約関係や家族を規律す
る民法もありますし、これ以外にも数多くの法律が、それぞ
れの問題や分野に対応して用意されています。大学で提供
されている実定法科目では、これらの法律を学びます。
　ところで、これらの法律には、多くのことが書かれていま
すが、しかし、必要なことが全部書かれているとは限りませ
ん。場合によっては、ある問題についての解決は明示的に
は提供されていないこともあれば、法律をどのように読む
のかで意見が分かれる場合もあります。法学部の勉強では、
表面的に法律に書かれていることを学ぶだけではなく、法
律を支えている理念や内容を体系的に学ぶことで、法的な
紛争をバランスよく解決できるような能力を養います。
　法律についての基本的な知識とそれを適切に利用して
問題を解決する能力、それを求められるのは、裁判官、検察
官、弁護士などに限りません。われわれが社会の構成員とし
て生活していく以上、さまざまな場面で、こうした能力が求
められるのです。

　政治学・国際関係論は、国内外において政治のあり方を
問う学問です。私たちが生きている地域、国、世界は様々な
問題に直面していますが、それらに対処していくためには、
人々の利害を調整して、望ましい解決策を実施していく政
治が求められます－望ましい公共の利益とは何か（政治
哲学）、地方・国単位の意思決定はどうあるべきか（政治過
程）、国家間の政治はどうあるべきか（国際関係論）－。
　こうした問題を考えるためには、過去の歴史から学ぶとと
もに、具体的な政策を実証的に分析することが求められま
す。「自由のないところに政治学はない」といわれますが、
権力のあり方自体を問う政治学が成立するためには、まず
もって政治的自由が保障されていなければならないことを
想起する必要があります。世界の多くの国（ユネスコによれ
ば７０カ国あまり）で自由な報道すら認められていない現在、
よりよい政治の追求は国境（国内）で止まるものではない
でしょう。

樫村志郎 教授
法社会学。東京大学助手、神戸大学法学部助教授を経て、現在神戸
大学大学院法学研究科教授。1984～86年UCLAにて法学、社会
学を研究。

中野俊一郎 教授
国際私法・国際民事訴訟法。国際私法学会理事、仲裁・ADR法学会
理事、国際商取引学会理事。著書として『国際民事手続法』など。

基礎法科目を学ぶ 国際関係法科目を学ぶ

　基礎法学は、社会学、哲学、歴史学等の方法を用いて、法
の基礎にある考え方や仕組みを解明する学問である。法社
会学は社会学の方法を用い、法哲学は概念や思想の分析
等の思弁的方法を用い、法史学は歴史的方法を用いる。外
国法・比較法学は、異なる法体系を解明したり比較したりす
るという方法をとる。
　基礎法学は、法とは何かという根本問題を直接に問うこ
とで、法学の基礎となる知識と視野を豊かにしようとするも
のである。基礎法科目では、法の一般的知識をもとに、社会
における法の姿が根底的次元から描き出そうとされる。
　今日の複雑な社会では、社会と法を広く根本的にとらえ
る基礎法学的な視点から問題の解決へと接近することがし
ばしば必要になっている。とくに医療等の専門職責任・家族・
性・環境をめぐる諸問題のように、総合的あるいは社会倫理
的な対応が要求される場面では、実定法学と基礎法学との
交流と共同作業が必須となっている。

　一体、いつからこうなってしまったのか。気がつけば、身の
回りのものはほとんどが外国製か、日本製といっても部品
は外国製だ。いま、文章を書きながら気になったので、シャ
ツをひっくり返してみたら、案の定中国製である。クツはマ
レーシア。パンツは……もはや言うまい。
　原料を輸入に頼るのは今に始まったことではないが、最
近では、肉・野菜はもちろん、弁当に入れるおかずまで輸入
冷凍食品だというから、えらい時代になったものである。こ
んなことでいいのか、と言いたくもなるが、私たちの生活が
ここまで深く外国と関わるようになってしまった以上、国際
社会のルールを学ばないわけにはいかない。国と国との関
係を規律する国際法。国際結婚や国際契約といった問題を
扱う国際私法。国境を越えた取引・経済活動の規整に関わ
る国際取引法や国際経済法。国際関係法と呼ばれる法領域
は、実に様々な問題をカバーしており、私たちの生活や経済
活動のグローバル化に伴って、その重要性は高まるばかり
なのである。
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ばしば必要になっている。とくに医療等の専門職責任・家族・
性・環境をめぐる諸問題のように、総合的あるいは社会倫理
的な対応が要求される場面では、実定法学と基礎法学との
交流と共同作業が必須となっている。

　一体、いつからこうなってしまったのか。気がつけば、身の
回りのものはほとんどが外国製か、日本製といっても部品
は外国製だ。いま、文章を書きながら気になったので、シャ
ツをひっくり返してみたら、案の定中国製である。クツはマ
レーシア。パンツは……もはや言うまい。
　原料を輸入に頼るのは今に始まったことではないが、最
近では、肉・野菜はもちろん、弁当に入れるおかずまで輸入
冷凍食品だというから、えらい時代になったものである。こ
んなことでいいのか、と言いたくもなるが、私たちの生活が
ここまで深く外国と関わるようになってしまった以上、国際
社会のルールを学ばないわけにはいかない。国と国との関
係を規律する国際法。国際結婚や国際契約といった問題を
扱う国際私法。国境を越えた取引・経済活動の規整に関わ
る国際取引法や国際経済法。国際関係法と呼ばれる法領域
は、実に様々な問題をカバーしており、私たちの生活や経済
活動のグローバル化に伴って、その重要性は高まるばかり
なのである。



神戸大学法学部の特長 ①

『2009年度版　大学ランキング』（朝日新聞社、2008年）
のデータに基づいて作成

表１：国立大学法人・法学部
　　　教員数（准教授以上）

 1 東京大学 86
 2 京都大学 65
 3 神戸大学 64
 4 九州大学 53
 5 一橋大学 52
 6 東北大学 50
   7    名古屋大学 49
   8　 北海道大学 48

表３：メディアへの発信度
　　   法律誌（2005～2009年）

　1　 東京大学「法」　　　  　　　2199.3
　2 　慶応義塾大学「法務研究科」  850.0
　3 　早稲田大学「法務研究科」  　645.3
　４　名古屋大学「法」　　　　　　626.9
　５　神戸大学「法」　　　  　　　584.0
　６　京都大学「法」　　　  　　　546.0
　７　一橋大学「法」　　　 　　　 540.7
　８　東北大学「法」　　　  　　　480.0

（点）

表４：司法試験考査委員
　　 （平成22年度・平成22年）

 旧司法試験二次試験考査委員
井上典之　（憲　　　法）

新司法試験考査委員
赤坂正浩　（憲　　　法）
上嶌一高　（刑　　　法）
宇藤　崇　（刑事訴訟法）
志谷匡史　（商　　　法）
泉水文雄　（経　済　法）
中西　正　（倒　産　法）
山田誠一　（民　　　法）
米丸恒治　（行　政　法）

質量ともに充実した教員

表２：国立大学法人・法学部
　　　教員1人あたり入学定員

　1 　神戸大学 2.81 
　2 　名古屋大学　　　　3.06
　3　 東北大学　　　　　 3.20
　4　 一橋大学　　　　　 3.27
　5　 九州大学　　　　　 3.77
　6　 北海道大学　　　　 4.17
　7 　広島大学　　　　 　4.38
　8 　東京大学　　　　　 4.65

『2009年度版　大学ランキング』（朝日新聞社、2008年）
のデータに基づいて作成

　神戸大学法学部では、研究者として第一線で活躍する教員が、数多く揃っています。教員の数は、絶対
数でも、学生1人あたりでみても、全国的にトップレベルです（表1・表2）。その結果、神戸大学法学部で
は他大学に例を見ないほど充実した少人数教育を実現しています。たとえば、1年次から4年次まで、全
学年の学生に「演習」を提供しています。「演習」では、少人数の学生と教員との間で質問や議論をしな
がら授業を進めるので、法学・政治学をより深く理解し、説得力ある議論の仕方などを学ぶことができ
ます（本パンフレット7頁以下を参照）。

　もちろん、本学部では、教育の「質」の向上にも力を入れています。たとえば、法学教育手法検討プロ
ジェクトチームを組織し、外国から法学教育の専門家を招聘したり、教育手法の開発と教育能力の向上
に努めています。さらに、学生による授業評価や教員相互の授業参観による教育改善も試みています。
　大学における教育は、専門分野の先端的研究と一体不可分の関係にあります。ですから、教員が研究
者としても優れた者でなければならないことはいうまでもありません。神戸大学法学部の教員が、それぞ
れの分野において指導的役割を果たす、トップレベルの研究者であることは定評のあるところです。たと
えば、神戸大学は、EUIJ関西の幹事校であり、また、法学部は、文部科学省の２１世紀COEプログラム研
究拠点に選ばれました。有力な法律専門雑誌を手に取ると、ほとんど毎号のように神戸大学の教員の論
文が掲載されています（表3）。また、本学部には、司法試験の出題・採点を行う、司法試験考査委員を務
める教員もおります（表4）。

『2011年版　大学ランキング』（朝日新聞出版、2010年）
の289頁の法律誌（2005年～2009年）より。

　私は刑事訴訟法を研究しています。刑事訴訟とは、犯罪行為に対して刑罰を科すため
の手続です。誰しも、犯罪に対して刑罰が科せられるべきことは当然のことと考えるでし
ょう。もっとも、犯罪があったかどうかは、証拠に基づく裁判の結果として明らかにされな
ければなりません。そしてこれには、自分が疑いを受けている場合に限らず、疑いを受け
ていなくとも関与させられることがあります（例えば、証人尋問）。その意味で刑事訴訟は、
事件の当事者限りのものではない、いわば公のものと位置づけられるのですが、だからと
いって、皆がこれに自発的に関与してくれるわけではありませんので、場合によっては強
制的な手段に訴えることも必要となります。しかしそうすることが、他方で別の正当と認
められる利益を制約する場合にも、これが常に優先されるべきなのでしょうか。たとえば、
刑事裁判において報道関係者が取材源を秘匿することができるかは、いわゆる報道の自
由との関係で一個の問題となると考えられています（拙著『報道の自由と刑事手続』（有
斐閣・２００８年））。こうした問題も含め、処罰を実現するための手続において国民はどこ
までの負担を甘受すべきか、という点に、研究の対象とすべき問題の一つがあるわけで
す。もちろん、制度を支える国民の価値観自体が多様化する中においては、その問題は単
純ではありませんが、それだけに興味深いものだと感じます。

池田公博 准教授
刑事手続法。東京大学法学
部卒業。東京大学助手を経
て、2001年・神戸大学大学
院法学研究科助教授。
2003～2005までドイツ・
ケルン大学客員研究員

櫻庭涼子 准教授
労働法。東京大学法学部卒
業、東京大学博士（法学）。
2003年・神戸大学大学院
法学研究科助教授。主要な
著作として，『年齢差別禁止
の法理』（信山社，2008
年）。

渋谷謙次郎 教授
ロシア・旧ソビエト法、比較
法。早稲田大学法学部卒
業。1992～1993年・モス
クワ大学留学。東京大学大
学院、東京大学社会科学研
究所研究員、神戸大学助教
授を経て、2008年・神戸大
学大学院法学研究科教授。

─ 研 究 を 語 る ─

　「差別」とは何でしょう。たとえば，女性だからという理由で企業が採用を拒否することは，
違法な男女差別とされています（男女雇用機会均等法5条）。活躍の機会を奪われること
になりますし，望んで女性になったわけではありませんから，不当な扱いだというのも頷け
ます。それでは，40歳以上お断りという求人広告は，60歳定年制は，どうでしょうか。
　このような年齢制限は，アメリカでは1967年以来，EUでも2000年以降，原則として
禁止されてきました。この国際的潮流のなかで，日本でも立法によって対処すべきだとい
う意見が強くなっています。個人の意思や努力で変えることのできない年齢によって不
利益を課すことは，男女差別と同じく不当な「差別」だから，全面的に禁止しよう，というの
です。
　しかし男女差別と年齢差別との間には違いがあります。年齢が身体的機能等に影響す
る場面は性別よりは多いといえます。客観的なので何かを決めるときの物差しとして都
合が良いということもあります。諸外国と日本との雇用社会の違いも見過ごせません。定
年制を廃止すると，解雇の必要性が生じ，日本の良き慣行とされてきた長期雇用制は失わ
れるだろうといわれています。アメリカでは，定年制を設けることはできませんが，年齢以
外の理由によるならば，会社の意のままに解雇を断行できるのです。
　年齢による取扱いは「差別」か。この問いに答えることは容易ではありませんが，年齢差
別の特質や外国法の趣旨，日本の雇用社会で年齢が果たしてきた役割を論じた拙著が，議
論の発展の一助となることを願っています。

　私の研究分野は外国法、それもロシアや旧ソ連が対象で、研究を始めた頃、解体寸前
のソ連は民族問題で揺れていました。ソ連は百以上の言語を話す諸民族から成っていま
したが、現地に調査に行くと、人々は言語の違いやその法的地位をめぐって争っていて、
「言語法」という日本では聞きなれない問題が国政を揺さぶっていました。その印象が強
烈であったため、大学院時代の論文テーマに言語法の問題を選びました。その後、欧州や
アジアの多民族国家も同様な問題を抱えていることを知り、複数の研究者と言語法の資
料集を公刊しました（『欧州諸国の言語法』三元社）。そこでは、少数派の言語の維持や発
展を人権との関連でとらえる「言語権」という考え方が、共通してみられました。さらに、と
ある弁護士さんから連絡をいただき、その方は日本手話の学校設立要求にもたずさわっ
ていた方で、ろう者の手話の使用や教育権を言語権との関連でとらえられないだろうか
と言っていたのです。民族を念頭に言語権という問題を考えていた私にとっては、思いも
よらぬことで、意気投合し、少数民族や移民の言語のみならず、ろう者の手話も固有の言
語であるという前提の下で、人権論の視点から言語権についての共同研究を著しました
（『言語権の理論と実践』三元社）。このように、当初は遠い外国の問題として始めた研究
でしたが、しだいに、日本社会をも念頭に置いて研究報告や論文執筆をする機会も増え
てきました。



神戸大学法学部の特長 ①

『2009年度版　大学ランキング』（朝日新聞社、2008年）
のデータに基づいて作成

表１：国立大学法人・法学部
　　　教員数（准教授以上）

 1 東京大学 86
 2 京都大学 65
 3 神戸大学 64
 4 九州大学 53
 5 一橋大学 52
 6 東北大学 50
   7    名古屋大学 49
   8　 北海道大学 48

表３：メディアへの発信度
　　   法律誌（2005～2009年）

　1　 東京大学「法」　　　  　　　2199.3
　2 　慶応義塾大学「法務研究科」  850.0
　3 　早稲田大学「法務研究科」  　645.3
　４　名古屋大学「法」　　　　　　626.9
　５　神戸大学「法」　　　  　　　584.0
　６　京都大学「法」　　　  　　　546.0
　７　一橋大学「法」　　　 　　　 540.7
　８　東北大学「法」　　　  　　　480.0

（点）

表４：司法試験考査委員
　　 （平成22年度・平成22年）

 旧司法試験二次試験考査委員
井上典之　（憲　　　法）

新司法試験考査委員
赤坂正浩　（憲　　　法）
上嶌一高　（刑　　　法）
宇藤　崇　（刑事訴訟法）
志谷匡史　（商　　　法）
泉水文雄　（経　済　法）
中西　正　（倒　産　法）
山田誠一　（民　　　法）
米丸恒治　（行　政　法）

質量ともに充実した教員

表２：国立大学法人・法学部
　　　教員1人あたり入学定員

　1 　神戸大学 2.81 
　2 　名古屋大学　　　　3.06
　3　 東北大学　　　　　 3.20
　4　 一橋大学　　　　　 3.27
　5　 九州大学　　　　　 3.77
　6　 北海道大学　　　　 4.17
　7 　広島大学　　　　 　4.38
　8 　東京大学　　　　　 4.65

『2009年度版　大学ランキング』（朝日新聞社、2008年）
のデータに基づいて作成

　神戸大学法学部では、研究者として第一線で活躍する教員が、数多く揃っています。教員の数は、絶対
数でも、学生1人あたりでみても、全国的にトップレベルです（表1・表2）。その結果、神戸大学法学部で
は他大学に例を見ないほど充実した少人数教育を実現しています。たとえば、1年次から4年次まで、全
学年の学生に「演習」を提供しています。「演習」では、少人数の学生と教員との間で質問や議論をしな
がら授業を進めるので、法学・政治学をより深く理解し、説得力ある議論の仕方などを学ぶことができ
ます（本パンフレット7頁以下を参照）。

　もちろん、本学部では、教育の「質」の向上にも力を入れています。たとえば、法学教育手法検討プロ
ジェクトチームを組織し、外国から法学教育の専門家を招聘したり、教育手法の開発と教育能力の向上
に努めています。さらに、学生による授業評価や教員相互の授業参観による教育改善も試みています。
　大学における教育は、専門分野の先端的研究と一体不可分の関係にあります。ですから、教員が研究
者としても優れた者でなければならないことはいうまでもありません。神戸大学法学部の教員が、それぞ
れの分野において指導的役割を果たす、トップレベルの研究者であることは定評のあるところです。たと
えば、神戸大学は、EUIJ関西の幹事校であり、また、法学部は、文部科学省の２１世紀COEプログラム研
究拠点に選ばれました。有力な法律専門雑誌を手に取ると、ほとんど毎号のように神戸大学の教員の論
文が掲載されています（表3）。また、本学部には、司法試験の出題・採点を行う、司法試験考査委員を務
める教員もおります（表4）。

『2011年版　大学ランキング』（朝日新聞出版、2010年）
の289頁の法律誌（2005年～2009年）より。

　私は刑事訴訟法を研究しています。刑事訴訟とは、犯罪行為に対して刑罰を科すため
の手続です。誰しも、犯罪に対して刑罰が科せられるべきことは当然のことと考えるでし
ょう。もっとも、犯罪があったかどうかは、証拠に基づく裁判の結果として明らかにされな
ければなりません。そしてこれには、自分が疑いを受けている場合に限らず、疑いを受け
ていなくとも関与させられることがあります（例えば、証人尋問）。その意味で刑事訴訟は、
事件の当事者限りのものではない、いわば公のものと位置づけられるのですが、だからと
いって、皆がこれに自発的に関与してくれるわけではありませんので、場合によっては強
制的な手段に訴えることも必要となります。しかしそうすることが、他方で別の正当と認
められる利益を制約する場合にも、これが常に優先されるべきなのでしょうか。たとえば、
刑事裁判において報道関係者が取材源を秘匿することができるかは、いわゆる報道の自
由との関係で一個の問題となると考えられています（拙著『報道の自由と刑事手続』（有
斐閣・２００８年））。こうした問題も含め、処罰を実現するための手続において国民はどこ
までの負担を甘受すべきか、という点に、研究の対象とすべき問題の一つがあるわけで
す。もちろん、制度を支える国民の価値観自体が多様化する中においては、その問題は単
純ではありませんが、それだけに興味深いものだと感じます。

池田公博 准教授
刑事手続法。東京大学法学
部卒業。東京大学助手を経
て、2001年・神戸大学大学
院法学研究科助教授。
2003～2005までドイツ・
ケルン大学客員研究員

櫻庭涼子 准教授
労働法。東京大学法学部卒
業、東京大学博士（法学）。
2003年・神戸大学大学院
法学研究科助教授。主要な
著作として，『年齢差別禁止
の法理』（信山社，2008
年）。

渋谷謙次郎 教授
ロシア・旧ソビエト法、比較
法。早稲田大学法学部卒
業。1992～1993年・モス
クワ大学留学。東京大学大
学院、東京大学社会科学研
究所研究員、神戸大学助教
授を経て、2008年・神戸大
学大学院法学研究科教授。

─ 研 究 を 語 る ─

　「差別」とは何でしょう。たとえば，女性だからという理由で企業が採用を拒否することは，
違法な男女差別とされています（男女雇用機会均等法5条）。活躍の機会を奪われること
になりますし，望んで女性になったわけではありませんから，不当な扱いだというのも頷け
ます。それでは，40歳以上お断りという求人広告は，60歳定年制は，どうでしょうか。
　このような年齢制限は，アメリカでは1967年以来，EUでも2000年以降，原則として
禁止されてきました。この国際的潮流のなかで，日本でも立法によって対処すべきだとい
う意見が強くなっています。個人の意思や努力で変えることのできない年齢によって不
利益を課すことは，男女差別と同じく不当な「差別」だから，全面的に禁止しよう，というの
です。
　しかし男女差別と年齢差別との間には違いがあります。年齢が身体的機能等に影響す
る場面は性別よりは多いといえます。客観的なので何かを決めるときの物差しとして都
合が良いということもあります。諸外国と日本との雇用社会の違いも見過ごせません。定
年制を廃止すると，解雇の必要性が生じ，日本の良き慣行とされてきた長期雇用制は失わ
れるだろうといわれています。アメリカでは，定年制を設けることはできませんが，年齢以
外の理由によるならば，会社の意のままに解雇を断行できるのです。
　年齢による取扱いは「差別」か。この問いに答えることは容易ではありませんが，年齢差
別の特質や外国法の趣旨，日本の雇用社会で年齢が果たしてきた役割を論じた拙著が，議
論の発展の一助となることを願っています。

　私の研究分野は外国法、それもロシアや旧ソ連が対象で、研究を始めた頃、解体寸前
のソ連は民族問題で揺れていました。ソ連は百以上の言語を話す諸民族から成っていま
したが、現地に調査に行くと、人々は言語の違いやその法的地位をめぐって争っていて、
「言語法」という日本では聞きなれない問題が国政を揺さぶっていました。その印象が強
烈であったため、大学院時代の論文テーマに言語法の問題を選びました。その後、欧州や
アジアの多民族国家も同様な問題を抱えていることを知り、複数の研究者と言語法の資
料集を公刊しました（『欧州諸国の言語法』三元社）。そこでは、少数派の言語の維持や発
展を人権との関連でとらえる「言語権」という考え方が、共通してみられました。さらに、と
ある弁護士さんから連絡をいただき、その方は日本手話の学校設立要求にもたずさわっ
ていた方で、ろう者の手話の使用や教育権を言語権との関連でとらえられないだろうか
と言っていたのです。民族を念頭に言語権という問題を考えていた私にとっては、思いも
よらぬことで、意気投合し、少数民族や移民の言語のみならず、ろう者の手話も固有の言
語であるという前提の下で、人権論の視点から言語権についての共同研究を著しました
（『言語権の理論と実践』三元社）。このように、当初は遠い外国の問題として始めた研究
でしたが、しだいに、日本社会をも念頭に置いて研究報告や論文執筆をする機会も増え
てきました。
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    講義と少人数授業の連携
　 
　神戸大学法学部では、比較的多人数を対象とした
講義形式の授業が内容に工夫を凝らし開講されるほ
か、その発展・補充等を目的とした少人数の演習形
式の授業が非常に充実しています（参考までに、開
講が予想されている授業科目の一覧を11頁【図2】
に掲げました）。

1 講義による専門科目
　講義形式の授業が行われる科目は、大きく法律
科目と政治学科目に分かれます。法律科目は、さら
に、実際に社会で行われている法を対象としたいわ
ゆる実定法科目と、実定法の理解の深化に不可欠
な基礎法科目とよばれる科目におおまかに分ける
ことができます。
　まず、実定法科目、基礎法科目、政治学科目を担
当している教員に、それぞれの科目・授業の特徴を
語ってもらいます。　　　　　　　　　　　　　　

（１）実定法科目（民法の場合）
　私の講義では、民法の原
理・原則を大切にし、個々の解
釈論が原理・原則とどのよう
に関連しているのかを常に
意識するように進めています。
また個々の解釈論的問題に
つき、それはなぜ問題となる
のか、それはどうして重要な
問題なのか、またどのように
解決が試みられ、その理由は
なにかを、学生諸君が常に自
分の頭で納得行くまで詰め
て考える態度が身に付くよう
工夫しています。さらにイン
ターネットで掲示板を開設し、

学生諸君の質問に応答するよう試みています。このよ
うな講義の目的は、学生諸君が「民法は面白い」と感じ、
また「心の底からわかった」という実感を持って、自分
の力で更に進んだ勉強を行うためのしっかりとした土

    多様な進路目標に対応～３つのコース

　神戸大学法学部では、学生の多様な進路目標に
応じた法学・政治学教育を提供するために、3つの
コース（司法コース、企業・行政コース、政治・国際
コース)を設けています（各コースの概要については、
【図１】を参照）。各コースで履修すべき科目も、そ
れぞれの進路志望に応じて必要十分なものとなる
ように配慮しています。また、神戸大学法学部では、
学生ひとりひとりが、法学や政治学を学ぶ中で自分
の適性を発見し、関心を育て、進路を決めることが
できるような教育カリキュラムを提供しています。
具体的には、3年次にコースを選択するまでの、１年
次および2年次の段階において、法学・政治学の各
分野の基礎的な演習・講義を幅広く提供し、学生の
適性発見の手助けをします。

【図１】　★ 3つのコースの概要 ★

　主として、卒業後に法科大学院の既修者コースに
進学し、将来的には法曹実務家として活動すること
を希望する学生を対象とするコースです。基本的な
法律科目については深く、基礎法・国際法・政治・
国際関係の科目については幅広く履修することを目
的とします。

　主として、卒業後に国家公務員や地方公務員として、
または、企業でビジネスに携わりながら、法律・政治・
国際関係などの一般的な知識や思考方法を活用する
ことを希望する学生を対象とするコースです。基本
的な法律科目に続いて、社会と法律の関わりについ
て幅広い視点と理解力を養成するとともに、基礎法・
国際法・政治・国際関係の科目についても基礎知識
の習得を目指します。
　　　　　

　主として、卒業後に国際公務員や外交官、ジャー
ナリスト、政治家として、または民間の企業や
NGO/NPOで活動することを希望する学生を対象と
するコースです。その他にも、これらの分野におい
てより専門的な知識を習得するために大学院に進学
することを志望する学生、また、政治学・国際関係
論の分析手法を身につけた上で卒業後に法科大学院
の未修者コースへの進学を志望する学生も選択する
ことができます。政治・国際関係科目については深く、
基本的及び総合法律科目・基礎法・国際法について
は幅広く履修することを目的とします。

S・Fさん 
　山本教授の講義は、本質の理解に重点が置かれており、
論点の背景や歴史的経緯にもしばしば言及がなされま
す。学生に興味を持たせ、かつ知識の定着にもつながる、
お勧めの講義です。
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山本顯治 教授
民法。特に、契約法分野にお
いて、法社会学や法哲学、ま
た経済学を横断しつつ、民
法の基礎原理と個々の解釈
論との関係を研究。
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手嶋　　豊　 教　授　 東海高校　 早大・京大院　 民法・医事法
中川　丈久　 教　授　 広島学院高校　 東大・東大院・ハーバード大院　 行政法
中西　　正　 教　授　 北野高校　 京大・京大院　 民事手続法
中野俊一郎　 教　授　 東大寺学園高校　 神大・神大院　 国際私法・国際民事訴訟法
八田　卓也　 准教授　 桐朋高校　 東大　 民事手続法
馬場　健一　 教　授　 桜台高校　 京大・京大院　 法社会学
平野　淳一 助　教 浜田高校 阪大・神大院 選挙分析・マルチエージェントモデル
藤井伊久雄 教　授＊ 神戸高校 中央大 法曹実務
藤村　直史 准教授 徳山高校 阪大・京大院・ワシントン大院 議会研究・日本政治
福田　尚司 教　授 松山西高校 同志社大 法曹実務
増島　　建　 教　授　 早稲田高校　 東京外大・東大院　 国際関係論
丸山　英二　 教　授　 八尾高校　 神大　 英米法・医事法
簑原　俊洋　 教　授　 米国カリフォルニア州　 カリフォルニア大・神大院　 日米関係・政治外交史・情報史
森澤　武雄 教　授＊ 兵庫高校 神大・神大院 法曹実務
安井　宏樹 准教授 筑波大学附属駒場高校 東大・東大院 西洋政治史
山田　誠一 教　授 東京教育大学附属駒場高校 東大 民法・消費者法
山田　隆夫　 教　授 寝屋川高校　 神大　 弁護士実務
山地　　修 教　授＊ 丸亀高等学校 東大 法曹実務
山本　顯治　 教　授　 修道高校　 京大・京大院　 民法
山本　　弘　 教　授 千種高校　 東大　 民事手続法
行澤　一人　 教　授　 四條畷高校　 神大　 商法
米丸　恒治　 教　授　 伊集院高校　 鹿児島大・名古屋大院　 行政法

神戸大学大学院法学研究科・法学部の教員一覧

無印 大学院法学研究科（法学部併任）
■　 大学院法学研究科（法学部併任）（留学生担当）
＊　 大学院法学研究科
○　 大学院国際協力研究科国際協力政策専攻 （法学研究科兼任）

氏　　名 職　　名 出身地・出身高校 出身大学･大学院 専　　　　攻

    講義と少人数授業の連携
　 
　神戸大学法学部では、比較的多人数を対象とした
講義形式の授業が内容に工夫を凝らし開講されるほ
か、その発展・補充等を目的とした少人数の演習形
式の授業が非常に充実しています（参考までに、開
講が予想されている授業科目の一覧を11頁【図2】
に掲げました）。

1 講義による専門科目
　講義形式の授業が行われる科目は、大きく法律
科目と政治学科目に分かれます。法律科目は、さら
に、実際に社会で行われている法を対象としたいわ
ゆる実定法科目と、実定法の理解の深化に不可欠
な基礎法科目とよばれる科目におおまかに分ける
ことができます。
　まず、実定法科目、基礎法科目、政治学科目を担
当している教員に、それぞれの科目・授業の特徴を
語ってもらいます。　　　　　　　　　　　　　　

（１）実定法科目（民法の場合）
　私の講義では、民法の原
理・原則を大切にし、個々の解
釈論が原理・原則とどのよう
に関連しているのかを常に
意識するように進めています。
また個々の解釈論的問題に
つき、それはなぜ問題となる
のか、それはどうして重要な
問題なのか、またどのように
解決が試みられ、その理由は
なにかを、学生諸君が常に自
分の頭で納得行くまで詰め
て考える態度が身に付くよう
工夫しています。さらにイン
ターネットで掲示板を開設し、

学生諸君の質問に応答するよう試みています。このよ
うな講義の目的は、学生諸君が「民法は面白い」と感じ、
また「心の底からわかった」という実感を持って、自分
の力で更に進んだ勉強を行うためのしっかりとした土

    多様な進路目標に対応～３つのコース

　神戸大学法学部では、学生の多様な進路目標に
応じた法学・政治学教育を提供するために、3つの
コース（司法コース、企業・行政コース、政治・国際
コース)を設けています（各コースの概要については、
【図１】を参照）。各コースで履修すべき科目も、そ
れぞれの進路志望に応じて必要十分なものとなる
ように配慮しています。また、神戸大学法学部では、
学生ひとりひとりが、法学や政治学を学ぶ中で自分
の適性を発見し、関心を育て、進路を決めることが
できるような教育カリキュラムを提供しています。
具体的には、3年次にコースを選択するまでの、１年
次および2年次の段階において、法学・政治学の各
分野の基礎的な演習・講義を幅広く提供し、学生の
適性発見の手助けをします。

【図１】　★ 3つのコースの概要 ★

　主として、卒業後に法科大学院の既修者コースに
進学し、将来的には法曹実務家として活動すること
を希望する学生を対象とするコースです。基本的な
法律科目については深く、基礎法・国際法・政治・
国際関係の科目については幅広く履修することを目
的とします。

　主として、卒業後に国家公務員や地方公務員として、
または、企業でビジネスに携わりながら、法律・政治・
国際関係などの一般的な知識や思考方法を活用する
ことを希望する学生を対象とするコースです。基本
的な法律科目に続いて、社会と法律の関わりについ
て幅広い視点と理解力を養成するとともに、基礎法・
国際法・政治・国際関係の科目についても基礎知識
の習得を目指します。
　　　　　

　主として、卒業後に国際公務員や外交官、ジャー
ナリスト、政治家として、または民間の企業や
NGO/NPOで活動することを希望する学生を対象と
するコースです。その他にも、これらの分野におい
てより専門的な知識を習得するために大学院に進学
することを志望する学生、また、政治学・国際関係
論の分析手法を身につけた上で卒業後に法科大学院
の未修者コースへの進学を志望する学生も選択する
ことができます。政治・国際関係科目については深く、
基本的及び総合法律科目・基礎法・国際法について
は幅広く履修することを目的とします。

S・Fさん 
　山本教授の講義は、本質の理解に重点が置かれており、
論点の背景や歴史的経緯にもしばしば言及がなされま
す。学生に興味を持たせ、かつ知識の定着にもつながる、
お勧めの講義です。
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山本顯治 教授
民法。特に、契約法分野にお
いて、法社会学や法哲学、ま
た経済学を横断しつつ、民
法の基礎原理と個々の解釈
論との関係を研究。



るでしょう。また、今後、一定のテーマ、社会問題につい
て自ら調べ、レポート等の文書を書くといったことも必
要になってきます。1年次演習は、それらのことに馴染
んでもらうためのイントロダクション（導入）という性
格をもっています。また、入学して最初の少人数ゼミ
である本授業は、大学教員に身近に触れ、クラス内で
友達を作る格好の機会も提供しています。

1年次演習（政治学科目）
　2008年は、4年に1度の
アメリカ大統領選挙の年でし
た。アメリカでは政権が変わ
ると、外交政策が大きく転換
することはしばしばあります
が、日米関係も当然影響を
免れません。実際、前回民主
党政権（クリントン大統領）が
誕生した時は、「同盟漂流」と
称されるぐらいにまで日米
関係は冷え込みました。
　そこで、「ジャパン・パッシ
ング」を回避するためにも、
アメリカに対する理解を深め
ることは必要不可欠である
ように思われます。観念的な
アメリカ像を排し、より本質
的にアメリカを知ることは将

来の日米関係へも繋がります。そこで、本演習では、外
国人からアメリカを見た二冊の古典的名著（下記参照）
を教材として用い、「丘の上の国」アメリカへの理解を
深め、将来の日本外交を模索することを主目的として
います。くわえて、教材は全て英語ですので英語力も
必然的に鍛えられ、一石二鳥です。なお、報告は全て
日本語で行われますが、プレゼンテーション・スキルと
ディスカッション・スキルの向上も本演習の副次的な目
標です。

３・4年次演習（法律科目）
　本学部では、憲法、民法、刑
法等の講義科目とともに、こ
れらの分野について少人数
形式の演習科目が開講され
ています。私が2010年度に
担当している３年次・４年次民
法演習では３年生、４年生が
同じ演習に参加しますが、各
学年の定員は12名に限られ
ています。この演習では、各
回のテーマについて2～3名
の報告者が30分程度の報告
を行い、これに基づいて質疑
応答を行うという方法で行っ

ていますが、これにより報告の仕方を学ぶとともに、報
告や討論を通じて、講義形式の授業では不十分であっ
た点について理解を深めることが可能となっていま
す。また、このような少人数の演習科目は、学生諸君が
教員と親しく接したり、先輩・後輩の交流を図る貴重な
機会ともなっています。

3・4年次演習（政治学科目）
　本学部の政治学科目では、
体系的な知識習得を目指す
大教室の講義に加え、少人数
の演習形式の授業が重視さ
れています。一つのテーマに
関して掘り下げた学習を行う
ことで、大学での学問の醍醐
味を味わうことが出来ます。
私の３・４年次演習では、前期
には「平等論」や「民主主義論
」など、政治学の中心的テー
マについて、古典から最新の
学説まで幅広い文献を読み
ました。各人が報告を行い質
疑応答に参加する中で、表現
力や議論を養うことが期待さ

れます。後期には、各人がテーマを選んで個人研究を
行い、ゼミ論文集にまとめました。医療費高騰に伴う
医療格差拡大の問題や、エリート教育の是非など、興
味深い最新の課題を扱うことが出来ました。

磯村　保 教授
民法。京都大学法学部卒業。
神戸大学法学部助手・助教授
を経て、1987年・神戸大学法
学部教授。2000年・神戸大学
大学院法学研究科教授。

飯田文雄 教授
現代政治理論。共著に『デモ
クラシーの政治学』『現代政
治理論』"R e t h i n k i n g 
Globalism"など。ハーバー
ド大学・オクスフォード大学に
客員研究員として留学し、ア
メリカ政治学会など国際学
会での研究報告多数。政治
思想学会理事。

簑原俊洋 教授
日米関係・政治外交史。カリ
フォルニア大学デイヴィス
校卒業。神戸大学法学部助
教授を経て、2007年神戸
大学法学研究科教授。主著
に、『排日移民と日米関係』
（2002年）、『カリフォルニ
ア州の排日運動と日米関
係』（2006年）など。ハーバ
ード大、オックスフォード大、
ライデン大、ソウル国立大な
どで客員教授を歴任。

【指定教材】
１） Alexis de Tocqueville, Democracy in America, 2 vols. (1835 and 1840)
２） James Bryce, The American Commonwealth, 2 vols. (1888)

法学部ゼミ幹事会の活動について
皆さんゼミとは何か知っていますか？ゼミというのは、自分たちがあるテーマ
について問題意識を持って能動的に発言し、議論する授業のことです。私たち
ゼミ幹事は、そのゼミを活性化させることで、神戸大学を活性化させたいと考
えています。そのために、2回生にゼミの内容を紹介して、ゼミ選択に役立てて
もらうゼミオリエンテーションや、大阪市立大学・神戸大学・一橋大学の各ゼミ
同士で行なわれる三商大ゼミ討論会、お世話になった先生方にお礼をする謝
恩会等神戸大学生の為の企画運営をしています。このような活動に興味のあ
る方は、3回生になった時にゼミ幹事になってみてください。待っています。

法学部ゼミ幹事会

神戸大学法学部の特長

I・Mさん 
　大西先生の講義の魅力は理解促進の為の様々な工夫
がなされていることです。先生が身近な例を挙げ、学生が
考えを述べたり、各項目の関連性の説明がなされることで、
自然と行政学に関する知識や理論に興味が湧き、有意義
な授業となりました。

K.Sさん 
　ローマ法は近代法のベースとなっているもので、これを
学ぶことは日本の法律をより深く理解することにつなが
ります。欧米では、法律を学ぶ者にとって必須科目にされ
るほど重要な科目でもあります。瀧澤先生は、やさしく、
ユーモアあふれる先生です。神大法学部の西洋法史は、
ローマ法を日本最高の先生に教わることのできるすばら
しい授業です。

大西　裕 教授
行政学。政治と経済の交互
作用を比較政治学的な観点
から分析する。韓国高麗大
学に客員教授として留学。
著書に『韓国経済の政治分
析』『アジアの政治経済・入
門』　（共編著） など。

瀧澤栄治 教授
専門はローマ法で契約法を
中心に研究、またビザンツ法
源も研究テーマに。訳書とし
て『ローマ債権法講義』、『ロ
ーマ法の歴史』（共訳）など。

島村　健 准教授
専門は、環境法。とくに関
心をもって勉強しているの
は、①環境法上の責任、②
気候変動防止のための政策
手法の法的分析。

②

台を提供しようとするところにあります。

（２）基礎法科目（法史学の場合）
　私が担当している授業の
科目名は「西洋法史」です。明
治時代に日本は西洋法を輸
入しました。その西洋の法は
どのような歴史の中で生成、
展開していったのでしょうか。
これが西洋法史の研究課題
です。でも、皆さんが私の授
業に出席されると、少しびっく
りするかもしれません。皆さ
んは授業で古代ローマの法
律について学ぶことになるか
らです。どうしてローマなの
か。「哲学はギリシャ、法学は
ローマ」だからです。実は西

洋の法もローマ法を基にしているのです。もっと根本
に遡れば、なぜ大学に法学部があるのでしょうか。なぜ
法に従事することを職業とする専門家が存在するので
しょうか。学問としての法律学、プロフェッショナルとし
ての法律家の存在は、古代ローマにその源があります。
　さて、講義では「十二表法」が制定された紀元前
450年頃から、「ローマ法大全」と呼ばれることになる
法典が編纂された紀元後６世紀までを扱っています。
最初は民事訴訟手続きから始まります。そして契約法
（お金の貸し借り、土地の売買に関する法など）を中心
にしながら、家族制度、相続といったテーマも取り上げ
ています。最近ではローマの遺跡や美術品、出土品の
映像なども、講義の途中で映しています。
　基礎法学は、広い視野からじっくりと法とは何かを語
ります。またいろいろな角度から法を見渡します。基礎
法の授業を受けて、是非、法の知恵を身につけて下さい。

（３）政治学科目
　神戸大学法学部では政治学に関するカリキュラム
も充実しています。国際関係論・政治学・政治過程論
などさまざまな科目が開講されています。講義では、

選挙やゴミ処理などの身近
な政治問題について、政治・
外交の歴史について、あるい
は日々新聞、テレビで報道さ
れる戦争や地球環境問題と
いった国際問題について、も
のの見方や分析の方法を提
供します。遠い世界に思われ
がちな政治の世界が、意外に
も日々の生活と似た理屈で
動いていることが分かると、
新聞の政治・国際面が楽しみ
になるでしょう。その先にあ
る専門書というさらに躍動
的な世界に皆さんを誘える
ことと思います。

2 充実した少人数教育
　次に、神戸大学法学部の少人数教育の特徴につき、
1年次の少人数教育、法律科目の少人数教育、政治学
科目の少人数教育を取り上げ、4人の教員に、紹介し
てもらいましょう。　

１年次演習（法律科目）　
　１年次演習は、入学後、間
もない１年生が、これから４
年間をかけて法学・政治学を
学ぶにあたり求められる基
礎的な能力を身につけるた
めの授業です。具体的には、
各２０名程度のクラスに分か
れて、社会科学的な文献の
読み方、図書・論文などの探
し方、ゼミでの口頭発表や討
論の仕方、レポートの書き方
などについて学びます。
　今後、法学・政治学を学ん
でゆくと、そこには、独特の、
議論や文章の書き方に関す
る作法があることに気づかれ

I・Mさん 
　大西先生の講義の魅力は理解促進の為の様々な工夫
がなされていることです。先生が身近な例を挙げ、学生が
考えを述べたり、各項目の関連性の説明がなされることで、
自然と行政学に関する知識や理論に興味が湧き、有意義
な授業となりました。

K.Sさん 
　ローマ法は近代法のベースとなっているもので、これを
学ぶことは日本の法律をより深く理解することにつなが
ります。欧米では、法律を学ぶ者にとって必須科目にされ
るほど重要な科目でもあります。瀧澤先生は、やさしく、
ユーモアあふれる先生です。神大法学部の西洋法史は、
ローマ法を日本最高の先生に教わることのできるすばら
しい授業です。

大西　裕 教授
行政学。政治と経済の交互
作用を比較政治学的な観点
から分析する。韓国高麗大
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るでしょう。また、今後、一定のテーマ、社会問題につい
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磯村　保 教授
民法。京都大学法学部卒業。
神戸大学法学部助手・助教授
を経て、1987年・神戸大学法
学部教授。2000年・神戸大学
大学院法学研究科教授。
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教授を経て、2007年神戸
大学法学研究科教授。主著
に、『排日移民と日米関係』
（2002年）、『カリフォルニ
ア州の排日運動と日米関
係』（2006年）など。ハーバ
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どで客員教授を歴任。

【指定教材】
１） Alexis de Tocqueville, Democracy in America, 2 vols. (1835 and 1840)
２） James Bryce, The American Commonwealth, 2 vols. (1888)
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【図2】授業科目の一覧
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＊特別講義は2010年度開講科目の実績を示す。
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─ジャーナリズム・プログラム─
　神戸大学法学研究科・法学部では、平成18年度より「ジャー
ナリズム・プログラム」を運営しています。このプログラムは、い
ずれも社会の動きを正確に理解した上で、それについて議論
し、書くことを重視した6種類11の関連科目からなります。こ
のうち、学部学生のみなさんは、「国際ジャーナリズムI・II」（ご
協力：讀売新聞）、「英文論説I・II」（ご協力：朝日新聞）、「地域
ジャーナリズム・ワークショップ」（ご協力：神戸新聞）、「放送
ジャーナリズム・ワークショップI・II」（ご協力：朝日放送）を受講す
ることができます。 たとえば、「国際ジャーナリズムI・II」の授業
では、国際報道の現場に立っていた支局長クラスの特派員経
験者が地域やテーマごとに国際ニュースの背景を講義し、ある
いは社説執筆の責任者だった講師が英文で書かれた社説の意

図や背景を時事英語の解説も交えながら解説します。学生は
適切なタイミングで英文記事の解説を書いたり、日本の針路
について発言することを求められます。また、「放送ジャーナ
リズム・ワークショップ」では、映像メディアを通じた情報発信
について実践的能力をつけてもらうための授業が少人数授
業の形式で展開されます。 法学研究科・法学部では、今後、プ
ログラム内容の一層の充実を目指しますので、ジャーナリス
トを目指す人のみならず、プレゼンテーション能力を高めた
い人の進学を期待しています。

参考ウェブサイト:http://www.edu.kobe-u.ac.jp/law-journalism

EUIJ関西
国際的研究教育拠点としての神戸大学法学部

　2005年4月以来、EU（欧州連合）の全面的な協力を得て、
神戸大学（幹事校）・関西学院大学・大阪大学に、EU Institute 
in Japan, Kansai（EUIJ関西）が設置され、EUに関する包括
的な研究・教育活動が行われています。
　神戸大学法学部の学生は、所定の科目を履修し、EU研究論文
を提出することにより、EUIJ関西が発行するUndergraduate 
Certificate in European Union Studies（EU研究修了証）を
取得することができます。この修了証は、大学が授与する学士
号とは別に、EUIJ関西が独自に授与するものです。
　EUIJ関西のCertificateプログラムは、世界でも最大級の
EU教育プログラムです。法・政治・経済・歴史などさまざまな

角度からEUを、そしてEUを通じて世界を学ぶことにより、将
来国際舞台で活躍するための基礎を養います。EUIJ関西の枠
組で提供される講義には、欧州委員会代表部・EU構成国大使
館・日本の外務省や経済産業省・欧州で展開する日本企業・
日本で活動する欧州企業などから多数のゲスト講師を招き、
その中には英語で学生とディスカッションをするものもあり
ます。

参考ウェブサイト:http://www.law.kobe-u.ac.jp/EUIJ/EUIJ.html

法経連携専門教育プログラム
　神戸大学法学部では2010年度から、経済学部との共同企
画として「法経連携専門教育プログラム」を始動させました。今
日の社会では法的要素と経済的要素とが複雑にかかわる問題
――「ワーキング・プア」の問題などはその典型です――が数
多く発生するようになっていますが、その適切な解決のために
は、当然のことながら法学的知識だけ（あるいは経済学的知識
だけ）をもって取り組むのでは充分でありません。そして皆さ
んが数年後に社会に出たときにしばしば取り組むことを求めら
れるのは、きっとそうした法経複合的な問題でしょう。そこで私
たちが開始したのが、神戸大学法学部生・経済学部生を対象と
しながら、法学的知識・視点・センスと経済学的知識・視点・セン
スの両方を兼ね備えた学生を育てるためのこのプログラムな
のです（なお、これは文部科学省特別経費（2010～13年度）
に基づくプロジェクトです）。

　プログラムは、2年生前期から卒業までの3年間に履修す
るコースとして構成されており、履修学生はその間に、このプ
ログラムのために特に用意された授業群（「法経総合概論」や
「法学のためのミクロ経済学」など。そのいくつかは、集中的
な授業を行なえるよう小人数講義として提供されます）や、法
学部・経済学部双方の専門科目を履修することになります。法
経ふたつの分野の知識・視点を大学生の間にきちんと身につ
けようというのですから、履修学生諸君の学習負担が軽いと
は言えません。けれども、全国的にみて（また、おそらく世界
的にも）稀有な法学部・経済学共同の学際的取り組みとして、
担当教員たちは心をこめてこのプログラムの運営に取り組ん
でおり、皆さんの強い知的関心に応じる準備は充分にできて
います。熱意ある学生諸君が本プログラムを履修することを
期待しています。
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─ジャーナリズム・プログラム─
　神戸大学法学研究科・法学部では、平成18年度より「ジャー
ナリズム・プログラム」を運営しています。このプログラムは、い
ずれも社会の動きを正確に理解した上で、それについて議論
し、書くことを重視した6種類11の関連科目からなります。こ
のうち、学部学生のみなさんは、「国際ジャーナリズムI・II」（ご
協力：讀売新聞）、「英文論説I・II」（ご協力：朝日新聞）、「地域
ジャーナリズム・ワークショップ」（ご協力：神戸新聞）、「放送
ジャーナリズム・ワークショップI・II」（ご協力：朝日放送）を受講す
ることができます。 たとえば、「国際ジャーナリズムI・II」の授業
では、国際報道の現場に立っていた支局長クラスの特派員経
験者が地域やテーマごとに国際ニュースの背景を講義し、ある
いは社説執筆の責任者だった講師が英文で書かれた社説の意

図や背景を時事英語の解説も交えながら解説します。学生は
適切なタイミングで英文記事の解説を書いたり、日本の針路
について発言することを求められます。また、「放送ジャーナ
リズム・ワークショップ」では、映像メディアを通じた情報発信
について実践的能力をつけてもらうための授業が少人数授
業の形式で展開されます。 法学研究科・法学部では、今後、プ
ログラム内容の一層の充実を目指しますので、ジャーナリス
トを目指す人のみならず、プレゼンテーション能力を高めた
い人の進学を期待しています。

参考ウェブサイト:http://www.edu.kobe-u.ac.jp/law-journalism

EUIJ関西
国際的研究教育拠点としての神戸大学法学部
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in Japan, Kansai（EUIJ関西）が設置され、EUに関する包括
的な研究・教育活動が行われています。
　神戸大学法学部の学生は、所定の科目を履修し、EU研究論文
を提出することにより、EUIJ関西が発行するUndergraduate 
Certificate in European Union Studies（EU研究修了証）を
取得することができます。この修了証は、大学が授与する学士
号とは別に、EUIJ関西が独自に授与するものです。
　EUIJ関西のCertificateプログラムは、世界でも最大級の
EU教育プログラムです。法・政治・経済・歴史などさまざまな

角度からEUを、そしてEUを通じて世界を学ぶことにより、将
来国際舞台で活躍するための基礎を養います。EUIJ関西の枠
組で提供される講義には、欧州委員会代表部・EU構成国大使
館・日本の外務省や経済産業省・欧州で展開する日本企業・
日本で活動する欧州企業などから多数のゲスト講師を招き、
その中には英語で学生とディスカッションをするものもあり
ます。

参考ウェブサイト:http://www.law.kobe-u.ac.jp/EUIJ/EUIJ.html

法経連携専門教育プログラム
　神戸大学法学部では2010年度から、経済学部との共同企
画として「法経連携専門教育プログラム」を始動させました。今
日の社会では法的要素と経済的要素とが複雑にかかわる問題
――「ワーキング・プア」の問題などはその典型です――が数
多く発生するようになっていますが、その適切な解決のために
は、当然のことながら法学的知識だけ（あるいは経済学的知識
だけ）をもって取り組むのでは充分でありません。そして皆さ
んが数年後に社会に出たときにしばしば取り組むことを求めら
れるのは、きっとそうした法経複合的な問題でしょう。そこで私
たちが開始したのが、神戸大学法学部生・経済学部生を対象と
しながら、法学的知識・視点・センスと経済学的知識・視点・セン
スの両方を兼ね備えた学生を育てるためのこのプログラムな
のです（なお、これは文部科学省特別経費（2010～13年度）
に基づくプロジェクトです）。

　プログラムは、2年生前期から卒業までの3年間に履修す
るコースとして構成されており、履修学生はその間に、このプ
ログラムのために特に用意された授業群（「法経総合概論」や
「法学のためのミクロ経済学」など。そのいくつかは、集中的
な授業を行なえるよう小人数講義として提供されます）や、法
学部・経済学部双方の専門科目を履修することになります。法
経ふたつの分野の知識・視点を大学生の間にきちんと身につ
けようというのですから、履修学生諸君の学習負担が軽いと
は言えません。けれども、全国的にみて（また、おそらく世界
的にも）稀有な法学部・経済学共同の学際的取り組みとして、
担当教員たちは心をこめてこのプログラムの運営に取り組ん
でおり、皆さんの強い知的関心に応じる準備は充分にできて
います。熱意ある学生諸君が本プログラムを履修することを
期待しています。



多湖　淳 准教授
国際政治学。東京大学大学
院卒（学術博士）。主な業績
に、『武力行使の政治学　単
独と多角をめぐる国際政治
とアメリカ国内政治』 千倉
書房、２０１０年。

坂元茂樹 教授
国際法。国連人権理事会諮問委員
会委員、日本海洋法研究会会長、
ミナミマグロ事件日本政府代表団
顧問。著書『条約法の理論と実際』
（第38回安達峰一郎賞受賞）。

角松生史 教授
行政法。東京大学卒業｡東大
社研助手､九州大学法学部助
教授を経て､2005年から神
戸大学法学研究科教授｡

関根由紀 准教授
社会保障法。ベルギー、ブ
リュッセル自由大学卒業、国
際労働機関(ILO)国際労働
基準局勤務。論文に「社会保
障の国際化̶EUにおける
外国人の社会保障法の適用
を中心として」、

3. 神戸大学法学部での国際交流の機会

　　　　　　　　　　

留学生として
　神戸大学法学部に入学して早
二年の月日が経ちます。初めて六
甲台キャンパスに足を踏み入れた
時に覚えた衝撃と感動は今でも鮮
明に記憶しています。春は桜が満
開し、秋になれば紅葉がキャンパ
ス中を彩ります。春夏秋冬、大自然
の豊かさを鮮明に体感出来る環境
が神戸大学にあります。夜になれ
ば六甲台キャンパスは神戸の町を
一望する夜景スポットと化します。
自宅への帰途ではいつも絶景を

堪能し、癒されています。
　キャンパス内ではレトロな建物やフロンティア館などの様
な最新設備が揃う建物が大自然と程よく調和されています。
中でも私のお気に入りは文化財にも登録され、昭和の雰囲
気を醸し出す社会科学系図書館です。
　学習生活では、周りの学生達が真面目に勉強に取込む姿
に刺激される毎日です。授業中は真剣な眼差しで知識を吸収
し、放課後などでもあらゆるトピックに積極的な意見交換が
盛んに交わされます。国際都市神戸という土地柄、世界に視
線を向ける神戸大学ならではの世界情勢や時事問題に対す
る姿勢がカリキュラムなどに現れています。先生方々も非常
に高質な講義を展開しており、ディスカッションなどによる少
人数授業も頻繁に開講されています。さらに法律や政治特
有の複雑な問題にも丁寧に分析し、私達が理解しやすい様に
親切な解説をしてくれます。私も物凄い速度で知識を吸収し
ている自分自身に驚きを覚えます。
　神戸の町を語る時、”国際的”というキーワードは外せない
です。同様に神戸大学でも国際色が色濃く、各国から様々な
文化背景を持つ学生が共に留学生活を送っています。留学

生センターでは留学生の為の日本語教育プログラムが充実
し、就職や生活などに関する相談も行われています。さらに
国際交流を手掛けるサークルなども神戸大学には沢山あり
ます。日本人学生との交流、日本の文化を知る為の見学活動
もあります。
　自然豊かな環境、質の高い講義、校内で飛び交う様々な言
語、多様に開講される語学授業。神戸大学を通して日本を知
り、さらに世界を知る。神戸大学は、世界へと羽ばたく事が出
来る最高の場所だと私は強くお勧めします。

交換留学を経験して
　生まれ育ったまち神戸を離れ、新しい環境で学びたい。他
大学への院進学を考えていた私を思いとどまらせたのは、
たまたま見つけたカリフォルニア大学アーバイン校への交
換留学の案内でした。小さい頃から海外に関心があり、国
際政治や外交を専攻していた私にとって、交換留学はまさ
に新しい環境で国際政治を学ぶ絶好の機会でした。
　真っ青な空と海に恵まれた南カリフォルニア。アジア系、
ヒスパニック、中東系移民、白人の文化や価値観が混在する
環境の中で、アメリカ外交やアジアの国際関係を学ぶ。ビジ
ネス、軍、シンクタンクなど様々なバックグラウンドを持った
学生や教授と議論を交わす。車で片道５時間、太陽の照りつ
ける広大な平野を友達とドライブし、はるばる州議会へ学費
増額凍結のロビー活動に行く…。そんな経験は、海を挟ん
だ彼方から改めて「日本」を見つめ直すきっかけになりまし
た。そしてそれは、大学院での現在の研究の原点となって
います。
　一年という限られた期間で私が得ることができたのは、
学問とともに、これからの私を支えてくれるであろう、「生き
方の術」のようなものでした。語学の壁、バックグラウンドな
ど、いくら努力しても克服できない何かがあることを知り、
その現実と向き合うことで、物事に動じない逞しさを身につ
けた気がします。また、人と違って当たり前という社会は、多
様性を楽しみ、受け入れる寛容さを教えてくれました。
　もちろん、私のみたアメリカは、あまりにも多様なアメリ
カのほんの一面でしかありま
せん。それでも、22歳のみず
みずしい感性でエネルギー溢
れるアメリカ社会に触れた経
験は、私の人生を大きく変えた
といっても過言ではありませ
ん。
　交換留学は、神戸大学に在
籍しながらにして海外の大学
の授業を受け、単位を取得で
きる魅力的な制度です。大学
生活を実りあるものとし、自分
を成長させる一つのステップ
として、この制度を利用し、世
界に羽ばたいてみてください。

☆大学間協定
　■ロンドン大学東洋アフリカ研究学院（イギリス）
　■パリ第２大学（フランス）
　■パリ第10大学（フランス）
　■グラーツ大学（オーストリア）
　■カレル大学（チェコ）
　■クイーンズランド大学（オーストラリア）
　■西オーストラリア大学（オーストラリア）
☆部局間協定
　■シドニー大学（オーストラリア）
　■リオデジャネイロ州立大学（ブラジル）
　■成均館大学（韓国）
　■全南大学（韓国）
　■国立台北大学（台湾）

学生交換協定を結んでいる海外の大学

1. 国際経験を教育に生かす 2. 実践的な語学力の習得─少人数での外国書講読

　国際法を専攻していること
もあり、外国の研究者との交流
はよくあります。たとえば、第１
次日韓歴史共同研究に参加
し、日韓の間に締結された旧条
約の効力問題をめぐって韓国
の先生方と激論を交わしまし
た。そこから学んだ歴史につい
ての複眼的な見方の必要性を
学生にも伝えています。豪州
などが日本を訴えたミナミマ
グロ事件では日本側の弁護人
を務めました。そのときには、
相手方が描く事件の構図と異
なる構図をいかに説得的に描

きうるかで、判決の結論が左右されることを学び、学
生に伝えています。現在、国連人権理事会諮問委員
会委員に選ばれ、理事会から諮問される問題につい
て調査・研究するという仕事に携わっています。人権
理事会には人権問題に関心をもつ世界中の若者がＮ
ＧＯとして参加しています。神戸大学の学生たちがそ
の輪に加わる日を待ち望んでいます。

　主に留学生を対象として、英
語で日本の憲法・行政法を教え
る授業を(前勤務校時代からの
通算で）10年近く担当してい
ます。ドイツ・ミュンヘン大学で
も客員教授として1年間日本
法の講義を担当しました。
　外国人学生をみていて印象
に残るのは、授業に対する能動
的な姿勢です。初歩的な点で
もどんどん質問し、また、自分
の意見を積極的に述べること
によって、理解を深めていく態
度が身についているように思
えます。アジアからの留学生の

中には、英語力が十分とはいえない学生もいますが、
懸命に意思疎通しています。
　そういう私自身も、間違いだらけの「日本人的」英
語ですが、伝えたいことを伝えることはなんとかでき
ているつもりです。
　外国語での情報発信のためには、自分自身を「外か
ら」見る視点を身につけた上で、伝えたいことを精選
する必要があります。自分の考えを整理し、高めてい
くためにも有用な手段です。外国語で行われる授業・
セミナーへの能動的参加や、さらには海外留学など
の形で、皆さんにも外国語での情報発信と自己表現
に積極的に挑戦してもらえればと思います。

　法学部の外国書講読のうち、英語に
ついては、ニ年次までに培われた学力
をさらに上級レベルにブリッジング（橋
渡し）することが狙いとなっています。
私が担当した2008年度の授業では、
700ページほど分量がある国際政治
学の専門書を読みました（イスラエ
ルの外交政策に関する、Zeev Maoz, 
Defending the Holy Land, Univ. 
of Michigan Press）。分量に圧倒さ
れつつも、学生のみなさんの読解力は
かなり高まったと思います。
　また2009年度の場合には、テー
マを少し変えて、内戦やテロリズムが
なぜ起こるのかというテーマで、
Mohammed AyoobのThe Third 
World Security Predicamentを

読みました。このときはライティング能力の向上を目指し、英語
の読解に加えて、英語で書く力の向上を目指す授業をしました。
具体的には、毎週学生のみなさんが数百ワードの要約を作成し、
私がそれを添削する形で授業を進めました。添削を受けていく
と徐々に何を修正したらいいのかがわかるはずなので、段々と
講義形式からゼミ形式へ移行し、相互に他の学生の書いた要約
を書きなおすことを求めるようになりました。他者に読まれると
いうプレッシャーの中で英文を書くことは相当にいい訓練になっ
たと思います。ハードな内容だと思いますが、英語で専門的な文
書を読む力も、書く力も養われたはずと自負しています。
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　神戸大学法学部では毎年、
世界各国から研究者・国際機関
や政府高官、外交官を招いて
講義、講演、セミナーを行い、ま
た各国大学との学生交換協定
に基づき、学生を送出し、多く
の留学生を受け入れていま
す。私の担当するフランス法文
献講座では、法学政治学に関
わる専門的な文献を、法制度
の背景にあるフランス、ヨー
ロッパの文化と政治について
ディスカッションを交え、より深
い理解を目指す講義を行うと
ともに、法学部の活発な国際
研究交流活動を利用し、講演、
セミナーへの参加を通して「生
きた」外国語に身近に触れる機
会、また習得した語学を自ら活
用するチャンスを作ることも積
極的にサポートしています。
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甲台キャンパスに足を踏み入れた
時に覚えた衝撃と感動は今でも鮮
明に記憶しています。春は桜が満
開し、秋になれば紅葉がキャンパ
ス中を彩ります。春夏秋冬、大自然
の豊かさを鮮明に体感出来る環境
が神戸大学にあります。夜になれ
ば六甲台キャンパスは神戸の町を
一望する夜景スポットと化します。
自宅への帰途ではいつも絶景を

堪能し、癒されています。
　キャンパス内ではレトロな建物やフロンティア館などの様
な最新設備が揃う建物が大自然と程よく調和されています。
中でも私のお気に入りは文化財にも登録され、昭和の雰囲
気を醸し出す社会科学系図書館です。
　学習生活では、周りの学生達が真面目に勉強に取込む姿
に刺激される毎日です。授業中は真剣な眼差しで知識を吸収
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谷口玄樹 さん
1998年卒業、神戸市役所
から現在は神戸いきいき勤
労財団に出向。

足立智子 さん
三重県立四日市南高等学校
出身。立命館大学産業社会学
部を経て2006年4月に神戸
大学法学部に編入学。現在は
名古屋大学大学院法学研究
科に在籍。

村井良太 さん
1995年卒業、神戸大学大学
院法学研究科に進学、2002
年修了。博士（政治学）。日本
学術振興会特別研究員を経
て2003年より駒澤大学法
学部にて教育・研究にあたる。
博士論文をもとにした単著
『政党内閣制の成立　一九一
八～二七年』（有斐閣、2005
年）で、第27回サントリー学
芸賞（思想・歴史部門）を受
賞。現在、准教授。

福西浩一 さん
1995年卒業、同年丸紅株
式会社入社。産業プラント部
に配属。2 0 0 1 年から
2006年まで同社人事部で
採用、人材開発、国際人事等
を経験。2007年よりプラン
ト営業部門に戻り、海外にお
ける大型プラント案件の受
注活動に携わっている。
2010年4月よりニューデ
リー駐在。

岡田次弘 さん
2005年神戸大学法学部卒業、
2007年神戸大学法科大学院
卒業。同年新司法試験合格。司
法修習を経て、2009年1月よ
り弁護士として東京青山・青木・
狛法律事務所ベーカー･アンド･
マッケンジー外国法事務弁護士
事務所（外国法共同事業）勤務。

神戸大学法学部の特長 ④

　神戸大学法学部卒業生は日本中・世界中のさまざまな分野で活躍しています。大学評価・学位授与機構からも「企業の
アンケートにより、卒業生が非常に高い評価を受けていることは驚異であり、特に優れた点である」との評価を受けていま
す（同機構「『法学系』教育評価報告書」2003年3月）。以下では、実際に各界で活躍しておられる先輩方に、現在の活動
と大学時代の経験などについて語っていただきました。

　丸紅株式会社は地球規模
で原油・ガス田等の資源開発
から食料品等の生活必需品
まで取り扱う国際性豊かな総
合商社で、私も仕事柄頻繁に
海外を飛び回っています。大
学4年間は、体育会でのクラ
ブ活動、恵まれた環境で広く
学問を修得することに力を入
れました。神戸大学法学部に
は著名な教授が多数いらっし
ゃり密度の濃い勉強が出来ま
した。様々な潜在的なリスク
がある海外ビジネスを行なう
上では、互いの権利義務関係
を明確化する契約書の持つ
意味は非常に重要です。私の
担当している大型プラント事

業においては、1件の契約書だけで積み上げると
50cmぐらいになります（しかも全て英語です）。大
学時代に学んだ知識が少なからず現在の実務にも
役立っています。また法曹界や民間企業など多様
な進路で活躍しているかけがえの無い友人を得た
ことも神戸大学で得た財産のひとつです。

　私は神戸市役所に就職し、
現在は、外郭団体の（財）神戸
いきいき勤労財団に出向し
て勤務しています。ここでは、
勤労者や中高年齢者のため
の福祉施策を積極的に展開
しています。生涯教育を推進
するための各種講座の開催
や高年齢者の社会参加を支
援するための事業を主に行っ
ています。これらの仕事は、
法律や条例に従って進めて
いくほかに、一方で、民間企

業と同じように効率的な仕事の仕方も求められてい
ます。
　そのようなときに法律の知識が役立ちますし、ま
た法学部で培った「モノに対する見方・考え方」が問
題解決のヒントを与えてくれることもあります。です
から私にとって法学部で学んだ知識や得た経験は
仕事を進める上で非常に役立っており、今でも貴重
な財産です。
　社会人となれば公務員に限らず、法律を意識する
機会が非常に増えてきます。社会に出る前に法学部
の4年間で実践的な知識と経験を身に付けるのは
とても有意義だと思います。

　私は第3年次編入で入学し
たため、2年間しか神戸大学
で学ぶことができませんでし
た。しかし毎日がとても充実
しており、有意義な学生生活
を送ることができました。
　特に思い出に残っている
のが、4回生の後期に履修し
た国際私法ゼミにおける香
港模擬国際仲裁大会へ向け
た取組みです。取組み過程で
は様々な困難もありましたが、
大会本番での貴重な弁論体
験や共に頑張ってきた友達と

　高校三年生の夏、新潟から
新幹線を乗り継いでオープン
キャンパスに参加しました。日
差しの強い日で、六甲山の緑
がとてもまぶしかったことを懐
かしく思い出します。神戸大学
法学部を選んだのは、法学・政
治学の両分野で評判が高く、
何より教官一人当たりの学生
数が少ない点に魅力を感じま
した。ゼミは政治史を専攻しま
したが、同学年とは思えない
個性豊かな面々に面接から度
肝を抜かれました。二年間の
ゼミ生活は、多くの本を読み、
自由に考え議論する素晴らし
い時間でした。四回生時には
テレビ番組作りのお手伝いも

し、シンポジウムにも足を運びました。今では教え
る立場になりましたが、大学時代に広く深く学んだ
政治学は確かな礎となっています。私は震災時の
卒業生です。そのことは今も背中を押してくれて
いるように思います。母港である神戸の山と海を
離れ、同窓生でもある妻とともに子育てと教育、そ
して研究という未来を作る仕事に奮闘する毎日で
す。

前田悠士 さん
2006年卒業。株式会社神
戸製鋼所入社。アルミ圧延工
場である、真岡製造所（栃木
県）生産管理室に配属。入社
初年度から現在に至るまで、
生産工程の計画業務を行な
っている。

　私が現在勤めている株式
会社神戸製鋼所は、鉄鋼だけ
でなく軽金属・機械・発電等、
様々な事業を様々な国や地
域で展開している会社です。
それだけに多種多様な人達と
関わる機会があり、仕事を円
滑に進めていくにはコミュニ
ケーション能力が不可欠です。
　神戸大学法学部は教授陣
を筆頭に、学生も非常に優秀
で個性的な人達が多く自由で
個人を尊重する学風です。
　私もゼミや講義を通して多

くの優秀で個性的な人達と関わり、その中で話を
「聞く」姿勢や自分の意思を「伝える」方法等を学ん
でいきました。このようにして学生時代に身につけた
コミュニケーション能力は、社会人になった今でも大
きな財産となっています。法律の知識に留まらず多
くのことを学ぶことのできた神戸大学法学部での学
生生活は、自分にとってかけがえの無い時間であっ
たと思います。
　最後に、学内の様々な場所から見ることのできる
神戸の夜景は本当に綺麗ですよ。

　私が神戸大学法学部を志
望したのは、神戸大学法学部
が国際分野で高い評価を受
けていることが最大の理由
でした。在学中は、英語によ
る外国法の講義、外国人留学
生達とのダンスイベントなど、
英語をコミュニケーションツ
ールとして使う機会が豊富に
あり、海外オフィスとのやりと
りなどの今の仕事に必要な
コミュニケーション能力を培
うことができました。法律分
野についても、六法といわれ

る基本法から最先端のビジネス・ローに至るまで、一
流の先生方の親身なご指導が、私達学生のやる気を
存分に引き出して下さいました。私は現在、世界30
カ国以上にオフィスを持つ法律事務所で弁護士とし
て勤務していますが、外国の法律について調べたり、
日本の法律を外国のクライアントに向けて英語で説
明したりと、神戸大学法学部で学んだことを生かし
ながら、国際社会で事業を展開する企業を法律的側
面から支援する業務に携わっています。ぜひ皆さん
も、神戸大学法学部で、国際社会への第1歩を踏み
出してください。

の絆とともに、今では何物にも代え難い財産にな
りました。これは指導してくださる先生方をはじめ、
凌霜会やCDAMSといったサポート組織が神戸
大学に整備されていたからこそ得られたものな
ので、恵まれた環境で過ごせたことを幸せに思う
と同時に、感謝しています。
　現在は他大学の院で法律相談についての研究
を行おうとしていますが、今後も神戸大学でお世
話になった方々との繋がりを大切にして頑張って
いきたいと思っています。

　凌霜会は百年の歴史と伝統を誇る社会科学系学部・大学院の同窓会です。OB・ＯＧ会員は２万人を超え、国
内３１都市・海外７都市に支部を持ち、広範な活動を展開しています。
　入会されますと、入学早々に「歓迎の集い」や「オール凌霜パーティ」などで交流の輪を拡げることができま
す。また、年４回の会誌「凌霜」配布のほか、1・2回生には週刊メルマガ「ジュニアWeekly」、3年生以上には隔
週に「凌霜アドバンス」を配信し、最新のキャンパス情報をお届けします。
　凌霜会のオフィスは三木記念館の1階にあり、2階の「就職情報センター」や同じく1階にある「六甲台学生
評議会（法・経済・経営ゼミ幹事会）」とも緊密な連携をしながら、学生会員の皆さんのお役に立つサービスを
展開しますので、ふるってご入会下さい。
　http://www.kobe-u.com/ryoso/   e-Mail：ryoso@kobe-u.com  Tel：078－805－3833
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谷口玄樹 さん
1998年卒業、神戸市役所
から現在は神戸いきいき勤
労財団に出向。

足立智子 さん
三重県立四日市南高等学校
出身。立命館大学産業社会学
部を経て2006年4月に神戸
大学法学部に編入学。現在は
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村井良太 さん
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に配属。2 0 0 1 年から
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上嶌一高 教授
刑法。ヴュルツブルク大学
（ドイツ）留学。2005年度
まで旧司法試験考査委員
（刑法）。2008年度より、新
司法試験考査委員（刑法）。

　日本の法曹（裁
判官・検察官・弁護
士）を質量ともに強
化するため、2004
年度から「法科大
学院」制度が始まっ
ています。法科大
学院において、大
学院レベルの法曹
養成教育を受けた
人が司法試験を受
けて法曹になると

いうのが、原則的なルートになりました。
　神戸大学法科大学院では、高度な専門性を
備えた新世代法曹を輩出するべく、綿密な工
夫を凝らしたカリキュラムを展開しています。
2010年3月には、5年度目の修了生を送り
出しました。
　法科大学院は、法律の基礎的な知識を有し
ている人であれば原則2年で（法学既修者コ
ース）、法律とは無縁の人は原則3年で（法学
未修者コース）修了することができる課程で
す。あなたが、法学部で法律を中心に学んだ
のであれば既修者コースに、逆に、法学部で
は政治や国際関係を中心に学んだけれども法
曹になりたいのであれば、未修者コースに入
学することをお勧めします。
　優秀な法曹となるには、法律だけでなく、幅
広い勉強や経験を通して得られる人間的な底
力がたいへん重要です。そのため神戸大学で
は、法科大学院の開設にあわせて、法学部教
育において、法学政治学のより幅広い学習と、
少人数教育によるひとりひとりの潜在能力を
引き出す教育にも重点を置いています。新し
い法学部教育を十分に利用してください。

新しい時代の法律家になる
大学院研究者コース・専修コース

　法学部卒業の後、法学・政治学の研究者になる
ことを志望する人は、大学院でさらに学ぶことに
なります。また、幅広く高度な内容の専門知識・
能力を身につけ、それを社会に出て活用しようと
する人にとっても、大学院での研究は有用なも
のとなるでしょう。神戸大学大学院法学研究科
では、このような人々に向けて、研究者コースと
専修コースとを設け、様々な分野で最先端の研
究をするための研究環境を整えてきました。
2004年の法科大学院設置後も、皆さんの多様
なニーズに応えるべく、専攻の再編や情報シス
テムの整備などを進めています。本研究科には、
留学生や、社会人として活躍中の学生も数多く
在籍していますので、多様な学生との交流を通
じて視野を広げることもできるでしょう。本研究
科を巣立った多くの方々が、研究者として学問
の道を究め、あるいは企業に就職したり公務員
として活躍したりしています。そのような先輩方
に続いて法学研究科で学んでみようと考える、
意欲あふれる皆さんを、教員一同お待ちしてお
ります。詳細は、本研究科のホームページをご覧
ください。(巻末参照）

六甲台就職情報センター紹介
　三木記念館の２階にあり、社会科学系学部の
学部新入生から大学院生を対象に、大学生活の
過ごし方、インターンシップ応募、さらに就職活
動の進め方などについて個人別相談に応じてい
ます。相談には凌霜会会員で、各種業界（重工業・
化学品・製薬・都市銀行・総合商社・損害保険）にて
人事・総務・財務・営業・海外駐在などを経験した
ＯＢ：６人が交代で常駐する体制です。月曜～金
曜日（除 祝日）の１０：００～１７：００、年末年
始と夏季お盆休み以外はオープンしています。

　パソコン＆プリンター設置、閲覧用の各種書
籍整備、収集したup-to-dateな各種情報の掲
示、そしてインターネット時代とはいえ企業等か
ら当センターへ届けられる求人関係書類の整
備・閲覧などにも熱心に取り組んでいます。　

　ＴＥＬ：０７８－８０３－７２０２



建設

不動産

運輸・倉庫

電力・ガス

情報・通信

広告・マスコミ

出版・印刷

食品

繊維・衣服

化学・石油

鉄鋼

輸送機器

電気・情報通信機器

その他製造

金融・保険 その他

官公庁

人材派遣・その他のサービス

その他団体

神戸大学法学部の特長

卒業生の進路（2005-2009年度）
過去5年間（2005年度～2009年度）に法学部・昼間主コースを卒業した卒業生の主な進路をご紹介しましょう。
さまざまな分野の企業及び官公庁で、卒業生が活躍中です。

大和ハウス工業 5（2）
積水ハウス ２　　
大林組 2　　

キリンビール ２　　
サントリ－ ２　　
味の素 １（1）
 　　

グンゼ 4（1）
東レ 2　　
ワコール 2（1）
帝人 １　　

三菱化学 2　　
住友化学工業 2（１）
トクヤマ 2（1）
日本触媒 １　　
P&G １　　
三井化学 １　　

神戸製鋼所 3　　
日本製鋼所 1　　

シャープ 6（3）
三菱電機 3　　
日立製作所 3　　
日本電気 ３（１）
古野電気 2　　
松下電機産業 2（１）

 　　
トヨタ自動車 9　　
三菱重工業 7　　
デンソー 2　　
川崎重工業 2（2）
アイシン精機 １　　
尾道造船 １　　

住友精密工業 2　　
村田製作所 2（１）
パナソニック電工 2（1）

ダイキン工業 4（2）
キャノン 3　　
新キャタピラ三菱 3（1）
新日本工機 2　　
日本たばこ産業 2　　
クボタ 2（1）

伊藤忠商事 3（１）
住友商事 3（１）
高島屋 2（１）
丸紅 2（１）
ワタミ・フードサービス 2（2）
双日 １　　
三菱商事 １　　

三井住友銀行 １3（6）
日本生命保険 10（１）
三菱東京UFJ銀行 7（4）
みずほフィナンシャルグループ 6（3）
東京海上日動火災保険 5（3）
京都銀行 4　　
ゆうちょ銀行 3（1）
りそな銀行 3（2）

住友不動産販売 3　　
フジ住宅 2　　

阪神電鉄 3　　
京阪電鉄 3　　
住友倉庫 ２　　
日立物流 2　　

朝日新聞社 1　　
電通 １　　
財団法人共同通信 １　　

廣済堂 1　　

関西電力 12（7）
大阪ガス 3　　
中国電力 3（1）
北部電力 ２（１）

NTT西日本 6（1）
インテック 4（2）
NTTデータ 3（1）
日本ユニシス １　　
UFJ日立システムズ 1（１）

リクルート 3　　
インテリジェンス ２（１）

SMS 1（１）

京都大学 2（１）
日本公文教育研究会 2（2）

司法研修所 8（3）
国民生活金融公庫 2　　
商工組合中央金庫 2　　

法律事務所 4（4）
WDB 2　　

総務省 2　　
外務省 1（１）
厚生労働省 １　　
防衛省 1　　
海上自衛隊 2　　
陸上自衛隊 1　　
岡山県警察 2（２）
大阪府警察 1　　
近畿公安調査局 1　　
東京都庁 2　　
愛知県 1　　
富山県庁 2（２）
石川県 1　　
岡山県 1　　
奈良県 2（1）
大阪府 ４（3）
京都府 1　　
兵庫県 6（4）
神戸市 10（6）
東京国税局 3（2）
大阪国税局 3（２）
高松国税局 1　　
近畿財務局 5（1）
神戸税関 3（1）
国税専門官 2　　
近畿管区行政評価局 3（1）
神戸地方裁判所 7（5）
大阪地方裁判所 9（5）
大阪高等裁判所 ３（1）
大阪地方検察庁 4　　
京都地方検察庁 1　　
神戸地方検察庁 6（5）

大学院入学者 54（32）
法科大学院入学者 146（43）

合計　男　　685
女　　438
計　1123

・ 企業名は一部のみ挙げています（なお、企業名は、就職当時のものを原則として掲載しています。）
・ （　）内は女性で内数

④

精密機器・電子部品

商業 教育関連

医療・福祉
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